
第５回北広島市子どもの権利条例検討委員会議事録 
  日時：平成１８年６月２０日（火）１８：００～ 
  場所：芸術文化ホール活動室 
 
 
事務局：配布資料の説明 
    北広島市次世代育成支援対策推進行動計画 
    次世代育成支援に関するニーズ調査結果報告書 
    札幌市子ども権利条例の最終答申の概要版（４ページ） 
    人権啓発パンフレット（道で作成） 
    カレンダー（人権擁護委員会にて作成） 
 
委員長：前回は各委員からレポートについての発表をしてもらった。今回はまず前回の未 
    発表者に発表してもらいます。 
 
＜各委員からの発表＞ 
委 員：保育現場からの報告 
    ・大切にしていることは生活のリズム 

・身体的には低下しているように思われる。瞬間的な動作が苦手。原因としては 
 室外で遊ぶ経験が不足していることも考えられる。 
・大好きな大人がそばにいることにより子どもがのびのび遊べると思う。 
・子どもにとって選ぶという行為は大事である。そのような状況が大人によって

提供されていれば、子どもに判断する力が身につき、少年犯罪などは起きない

のではと考えている。 
 
委 員：教育現場（高等学校）からの報告 

・友人との関係が築けない子どもが多い。小学校・中学校に溯って解明する必要  
 がある。部活動の入部率が低くなってきている。 
・家庭においては放任傾向が強く、家庭内の会話が少ないように思われる。 
・進路に対する意識が希薄になってきている。 
・生徒指導の件数（問題の数）は減ってきている。 

 
委 員：子どもの権利条例に関する記事の内容を紹介 

・子どもの権利条例の基本は子どもを尊敬することである。それにより、子ども 
 を一つの人格として認めることができる。 

 
 



委 員：教育現場から（小学校・中学校）の報告 
・反射神経が鈍くなっている。 
・家庭内での手伝い等はしなくても、勉強さえしていればという意識が強い。 
・核家族化が進むことにより、世代間交流が少ない。 
・近所付き合いが希薄となっており、地域による子育ての機能が弱くなっている。 
・体罰に関する情報提供 ～ 最新の判例：許される体罰はない  

 
＜今後の活動について＞ 
委員長：各委員からの発表が終了した。急いで議論する必要はないが、活動するにあたり 
    予算が伴う。そろそろ今後の条例制定に向けた活動（アンケート等）のスケジュ 
    ールを決定していきたい。 
 
委 員：「子ども」の定義について委員会全体の見解を統一したほうが良いと思う。 
    ～子ども権利条約では「１８歳未満」となっているが実際はどうなのか？ 
 
委 員：議会の関係上、今後のスケジュールの決定をするということはわかるが、各委員 
    の議論が充分になされていない状態で先に進んでしまうのどうか？ 
 
副委員長：現時点で議論をしても、漠然とした議論となる。一歩先に進んでから議論すれ 
     ばよいと考える。「子ども」の定義についても今後勉強していく中でわかってく 
     ると考える。 
 
委 員：各委員の見解がバラバラの状態で先には進めないと思う。 
 
委 員：子どもの権利条例を制定する目的は何なのか？この委員会としての考えをまとめ 
    たほうが良いと思う。 
 
委 員：今後のスケジュールを決定するタイムリミットはいつなのか？ 
 
委員長：今回までということではない。「子ども」の定義については条例の文言を作成する 
    段階でもう一度議論したい。その他、委員の意見があれば発言願いたい。 
 
委 員：川崎市など先行して条例を制定している自治体があるので、講演会を開催しては 
    どうか。 
 
副委員長：全体で議論しても進まない。４つの部会にわかれて小人数で今後のスケジュー 
     ルについての議論していくほうが建設的だと考える。 



 
委 員：以前にブレインストーミングでは相手の意見を否定する事はできなかった。各委 
    員の認識にかなりのズレがある。その事について議論させてほしい。 
 
委 員：前回からの議論が完結していないので、戸惑いを感じている。 
 
委 員：今後の活動の根幹に関わる部分であるので、ある程度各委員の方向性を統一して 
    進んでいったほうが良い。 
 
委 員：「体罰」、「権利と義務の表裏一体」に関して意見の相違があるので統一したほうが 
    良い。 
 
委 員：各委員の考えが異なるということは当たり前である。先に進んでいかないといつ 
    までも条例ができないと思う。 
 
委員長：次回はまず「体罰」、「権利と義務の表裏一体」に関して見解を統一させる。その 
    後は多少意見が異なる委員もその見解にしたがって進んでもらいたい。 
    その後、今後のスケジュールについて部会にわかれて議論したい。また、次回ま 
    での宿題として、どんな活動をすればよいか具体案を考えてきてほしい。 
 
委 員：「体罰」「権利と義務の表裏一体」に加えて札幌市でも問題となった「わがまま論」 
    についても議論してほしい。また、北広島市としての権利条例の基本となる考え 
    について各委員が整理してくることを宿題の中に加えてほしい。 
 
委員長：それでは宿題に委員の意見を加えましょう。本日はこれで閉会します。 
 
 


